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第２章 河川工事の実施に関する事項  

 

 

第１節 河川工事の目的、種類および施工の場所並びに当該河川工事の施工により 

設置される河川管理施設の機能の概要 

１. 河川工事の実施内容 

(１) 目 標 流 量 

留萌川の目標流量配分は図２－１のとおりであり、基準地点大和田では目標流量１,０５０m３／

sec を河道配分流量８００m３／sec とするため、新たに整備する洪水調節施設により２５０m３／

sec の調節を行う。 

 

 

＊註１）目 標 流 量：峠下、幌糠地点は昭和56年8月洪水規模相当 

大和田、留萌河口地点は昭和63年8月洪水規模相当 

＊註２）洪水調節量：幌糠地点の洪水調節は昭和 63 年 8月洪水規模では 200m3/sec 

 

 

 

図２－１ 整 備計画目標流量           
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(２) 河 道 計 画 

 留萌川水系河川整備計画の目標となっている既往第２位の洪水である昭和５６年８月洪水

と同規模の降雨が発生しても氾濫を防止するとともに、下流市街部においては既往最大洪水

である昭和６３年８月洪水と同規模の降雨が再び発生しても下流市街地で氾濫を防止するた

めの河道配分流量は大和田地点で８００ｍ３／secであり、この流量に対応する各区間の縦断

形及び川幅は以下のとおりである。 

 

表２－１ 留萌川主要地点の河道諸元               

地点名 留萌河口 大和田 藤山 幌糠 峠下 

河口からの距離         2.8 ㎞ 9.2 ㎞ 13.8 ㎞ 18.6 ㎞ 24.8 ㎞ 

計画高水位 T.P(m) 4.54m 10.23m 14.96m 21.07m 30.35m

川     幅 (m)     80m 80m 70m 70m 60m

 

 

(３) 河川工事の手順 

留萌川における主な河川工事の手順は以下のようである。 

なお、水防拠点整備、側帯及び河畔林の整備、浸水被害軽減対策、内水排除施設等は逐次

実施することとする。 

①中下流部の洪水被害の軽減のため、留萌ダムの建設を実施する。 

②下流市街部の洪水被害の軽減のため、大和田遊水地及び河口部掘削等を実施する。 

③これら洪水調節施設等の完成後、上中流部の対策として KP4.2～KP10.2 までの河道掘

削及び護岸整備を実施する。また、KP10.2 より上流部で流下阻害となっている橋梁の架

替等を実施する。 

④その後、幌糠地区の堤防整備を実施する。 
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(４) 河川工事の内容 

●洪水時の流量を減少させるための対策 

■留萌ダム建設事業 

 

〔目 的〕 

大和田遊水地とともに大和田地点における目標流量１,０５０ｍ３／ｓｅｃを河道配分流量８０

０ｍ３／ｓｅｃにまで調節し、下流市街部を含むダム下流域の洪水被害を軽減するほか、留萌

市の水道用水の供給に加えて、清らかで豊かな河川とするために必要な流量を補給するこ

とを目的とする。 

〔整備内容〕 

ダムの整備、湖面の創出（別掲：チバベリ川合流点整備、環境整備事業） 

 

〔環境影響と軽減対策〕 

・環境影響評価を行った結果、動物等で生息域の一部が消失又は生息環境として適さ 

なくなる可能性があるが、湛水区域外にも広く分布

していることから、環境への影響は小さいものと見

込まれる。 

・ダム貯水池の水質浄化対策として、礫置換工を行 

う。 

・新たに創出される湖面を利用してビオトープ等の整 

備を行う。 

 
留萌ダム完成予想図（建設中） 

〔整備効果〕 

留萌ダム下流地域の市街地等における洪水被害が軽減されるとともに、留萌市の水道

用水が確保され、更に、ダムからの正常流量の補給により農業用水の安定確保、水質改

善、生物の生息環境の確保に寄与する。 

 

〔施設概要〕 

留萌ダムは、チバベリ川に特定多目的ダムとして、洪水調節、流水の正常な機能の維持及

び水道用水の確保の３つの目的で建設されるロックフィルダムである。 

留萌ダム地点の計画高水流量４３０ｍ３／ｓｅｃのうち４００ｍ３／ｓｅｃの洪水調節を行

い、ダム下流の洪水被害を軽減する。また、流水の正常な機能を維持するために必要な流

量は、河川整備基本方針により、大和田基準点において、かんがい期に概ね１．９ｍ3／

ｓｅｃ、非かんがい期に概ね１.８ｍ３／ｓｅｃとされており、留萌川における水環境の

改善及び豊かで潤いのある河川とするため必要な流量を補給する。さらに、留萌市の水道

用水として新たに、日最大４，６００ｍ３の取水を可能とする。 
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留萌ダム環境影響評価は昭和６０年に制定された建設省所管事業の環境影響評価要

綱に従い、平成元年に公害の防止に関わる環境要素として水質汚濁を評価したほか、自然

環境の保全に係る環境要素として植物、水生植物、哺乳類、鳥類、両生類・爬虫類、魚類、

陸上昆虫類及び底生動物に関する調査を行った。なお、土砂流出等の流域からの負荷等

による環境影響については、今後ともフォローアップ調査及び検討を行い、必要に応じ

て対策を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

注）利水計画等の変更により記載内容を変更することがある。標高は、旧基本水準点による。 

 

流量の正常な機能の維持 10,300,000m３  

水道用水          500,000m３ 
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（建設中） 
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■留萌ダム建設に伴うチバベリ川合流地点整備 

 

〔目 的〕 

留萌ダムの放流設備設置に伴い、チバベリ川合流点部の河道断面確保のための河道

掘削及び河道安定化のための護岸整備を行う。 

 

〔整備内容〕 

河道掘削、護岸整備 

 

〔環境影響と軽減対策〕 

・河道整備区間の植生は、オオイタドリ、カモガヤ群落であり、護岸等の整備により植

生が消失するおそれがあるが、当該植生は周辺にも多く分布している植生であること

から、環境への影響は小さいものと見込まれる。 

・掘削に際しては水際の樹木を保全するとともに、中島となる既存の河畔林を保全する。

保全できない箇所では柳の埋枝等を行う。 

・旧川を利用して淀みを整備し、魚類の生息・生育環境を整備する。 

 

〔整備効果〕 

洪水被害の軽減が図られるとともに、魚の休息・産卵・避難場所となる魚のすみやすい良

好な水辺環境が整備される。 
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■ 留萌ダム建設に伴う環境整備事業 

 

〔目 的〕 

市民のための自然を活かした憩いとやすらぎの場、レクレーションの場等を提供する。 

 

〔整備内容〕 

留萌市と連携し、レクレーション広場等を整備する。 

 

〔整備効果〕 

市民の憩いの場及びレクレーションの場が創出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留萌ダム地区環境整備イメージ図 
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■ 大和田遊水地 

 

〔目 的〕 

留萌ダムとともに大和田地点における目標流量１,０５０m3／sec を河道配分流量８００m3／s 

ec にまで調節し、下流市街部の洪水被害を軽減する。 

〔整備内容〕 

・ 囲にょう堤、周囲堤、越流堤、排水門等の整備 

〔環境影響と軽減対策〕 

・ 堤防敷地は大部分が耕作地であり工事による環境への影響は小さいものと見込まれる。 

・ 旧川跡地を利用した河川公園整備により、ビオトープ等の良好な水辺環境を整備する。 

〔整備効果〕 

 ・大和田遊水地の洪水調節効果により、下流市街部等の洪水被害が軽減できる。 

〔施設概要〕 

大和田遊水地は洪水時に洪水被害を被っている田畑周辺部を土堤で囲み、一時的に洪水

を貯留し洪水調節を行うものである。 

現在、当該地区は旧川部の締切が未施工で無堤地区となっていることから、越流堤及び

囲にょう堤を設けることにより、遊水地内の田畑等の洪水被害も軽減できる。なお、遊水

地内の田畑については従前どおり、耕作地としての土地利用が可能である。 

〔施設諸元〕 

  遊水地面積約３８ha、有効貯水容量約５０万ｍ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（整備中） 

図２－３ 大和田遊水地箇所図（S=1:25,000） 
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●洪水を安全に流すための対策 

■河口部掘削等 

 

〔目 的〕 

河口部導流堤付近の河道断面を確保し、下流市街部等の洪水被害の軽減を図る。 

 
〔整備内容〕 
・河道掘削 

・河道掘削に伴い支障となる導流堤の改築 

なお、導流堤の改築については、港湾管理者 

との調整を行う。 

 

〔環境影響と軽減対策〕 

  工事箇所周辺は左岸が貯木場、右岸が貯油施

設であるほか、河道掘削に伴う塩水遡上距離もほ

とんど変化しないことから、自然環境への影響は

小さいものと見込まれる。 

 

〔整備効果〕 

下流市街部の氾濫防止 

   （留萌川河口から KP-0.20 付近） 

河口部掘削のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２－５ 河口部掘削等箇所図（S=1:25,000）

市街地下流地区掘削の例 

1.63m 
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■ 堤防の整備 

 

〔目 的〕 

民家等が集中する幌糠地区の堤防整備により河道断面を確保し、洪水被害の軽減を図

る。 

 

〔整備内容〕 

・幌糠地区の堤防整備 

・掘削残土を利用した既設堤防の補強 

 

〔整備効果〕 

幌糠市街地等の氾濫防止             

 

    (留萌川河口から KP18.60) 

幌糠地区堤防整備のイメージ図                 

 

 

 

図２－６ 堤防整備箇所図（S=1:25,000） 

21.07m
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■河道掘削、護岸の整備及び橋梁の架替等 

 

〔目 的〕 

河道の断面積が足りない箇所の掘削により河道断面を確保し洪水被害の軽減を図ると

ともに、護岸整備により河道の安定化等を図る。また、桁下高や橋長等が不足し、流下阻

害となっている橋梁の架替等により洪水被害の軽減を図る。 

 

〔整備内容〕 

・ 河道掘削、護岸の整備、既設護岸の覆土・植栽等、橋梁の架替等 

 
〔環境影響と軽減対策〕 

・ 河道掘削等によりヤナギを主体とした河道内樹木の一部が失なわれ、「日本の重要な淡

水魚」※であるイトヨ、「日本の重要な両生類」※であるエゾサンショウウオ等が一時的に影

響を受ける。 

・ このため、河道内樹木の保全可能区域では水際樹木の保全や埋枝工等を実施するほ

か、樹木伐採区域等では側帯及び河畔林を拠点的に整備し、生態系への影響を軽減

する。また、護岸整備にあたってはイトヨ等の魚類の生息・生育環境への影響を軽減する

ため、地下水の流動性、湧水の保全等に配慮した透水性の護岸構造とするほか、瀬、

淵、淀みの再生を行う。 

 

〔整備効果〕 

 ・河道掘削、橋梁の架替等による氾濫の防止 

 ・護岸整備による河道の安定化のほか、必要に応じて既設護岸の覆土・植栽等を実施し、

生物の生息・生育環境や自然景観の再生等に寄与する。 

  ・多自然型川づくりによる水辺環境の再生 

 

    ( 留萌川河口から KP 9.20 ) 

 

 

 

河道掘削等のイメージ図 

※出典：第 2回自然環境保全基礎調査報告書(環境庁、1983) 

10.23m 



-25- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■浸水被害軽減対策 

 

〔目 的〕 

 上中流部において、昭和 63 年 8 月規模の洪水が再び発生した場合に床上浸水が危惧さ

れる地区について、地域との調整を行いつつ浸水被害の軽減を図る。 

〔整備内容〕 

・ 避難経路の確保 

・ 避難場所の確保 

〔整備効果〕 

  床上浸水被害が危惧される地区において、掘削残土を利用した避難経路、避難場所等

の整備を行うことにより、地先の治水効果の早期発現、土地の有効利用、遊水機能の保

全、下流域への洪水流の集中防止が図られる。 
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●内水を排除するための対策 

■内水排除施設 

 

〔目 的〕 

内水被害の著しい下流市街部において排水機場を建設するとともに、その他の内水が

発生する上中流部では排水ポンプ車の配備及び内水排除のための施設整備を行い、昭和

５６年 8月降雨等を考慮し内水被害の軽減を図る。 

〔整備内容〕 

・下流市街部における東雲排水機場の建設

（H13 完成） 

・上中流部における排水ポンプ車の配備及び吸

水施設(釜場)整備 

〔整備効果〕 

留萌川下流右岸市街（川北右岸地区）等の内水

被害が軽減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８ 内水排除施設箇所図（S=1:25,000） 

 （H13 完成） 
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■樋門管の新設、統廃合等 

 

〔目 的〕 

幌糠地区の堤防整備に伴い樋門の新設を行うとともに、藤山右岸地区の老朽化した樋

門管の統廃合を行い、治水機能の確保を図る。また、必要に応じて、既設樋門管に魚道等

を設置し、魚類の生息・生育環境の改善を図る。 

 

〔整備内容〕 

・幌糠地区の樋門新設(3 箇所) 

・藤山右岸地区の老朽化した樋門管の統廃合(2 箇所) 

・既設樋門管の門扉の動力化及び魚道の設置 

 

〔整備効果〕 

樋門の新設・統廃合等により所要の治水機能が確保されるほか、門扉の動力化等により

操作員の高齢化等に対応できる。 

また、既設樋門管等についても本川～樋門～支川等の落差を極力小さくするほか、関係

機関と連携して整備を進めることにより、魚のすみやすい良好な水辺環境が形成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－９ 樋門管の新設・統廃合箇所（S=1：25,000） 
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●河川環境の保全及び洪水被害軽減対策 

■側帯及び河畔林の整備 

 

〔目 的〕 

河川改修に伴い伐採される樹木の代替として、拠点的に河畔林を整備することにより、生

物の生息・生育環境の確保・保全及び市民の憩いの場を形成する。あわせて、側帯を整備

することにより、洪水被害の軽減を図るものとする。 

〔整備内容〕 

・河川区域内における河畔林及び側帯の整備 

〔整備効果〕 

河川改修に伴い伐採される樹木の代替として、生物の生息・生育環境の確保・保全、

旧川の保全、自然景観の保全及び市民の憩いの場の形成が図られる。あわせて、有堤部

に側帯を整備することにより、洪水被害の軽減を図るものとする。 

 

 

 

〈 有 堤 部 〉 

  NO.1,11,12,14,15,16～6 箇所 

 

 

 

〈 無 堤 部 〉 

  NO.2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,17,18,19,20～14 箇所 

 

 

 

 

側帯及び河畔林の整備の横断面図イメージ図 

 

H.W.L＝26.44m

H.W.L＝26.44m



-29- 

表２－２ 側帯及び河畔林の整備 

NO 地  区  名 実  施  場  所 
堤防の有無 

(予定箇所含む) 

1 留萌市街地区 右岸 KP 3.1 付近 あ り 

2 大和田地区       右岸 KP 5.1 付近 な し 

3 〃 左岸 KP 6.4 付近 な し 

4 〃 左岸 KP10.1 付近 な し 

5 藤 山 地 区       右岸 KP10.2 付近 な し 

6 〃 左岸 KP10.5 付近 な し 

7 幌 糠 地 区       左岸 KP15.8 付近 な し 

8 〃 右岸 KP16.2 付近 な し 

9 〃 右岸 KP17.2 付近 な し 

10 〃 右岸 KP18.0 付近 な し 

11 〃 左岸 KP18.4 付近 あ り 

12 〃 左岸 KP18.8 付近 あ り 

13 〃 右岸 KP19.4 付近 な し 

14 〃 右岸 KP22.4 付近 あ り 

15 峠 下 地 区       右岸 KP22.8 付近 あ り 

16 〃 右岸 KP23.2 付近 あ り 

17 〃 右岸 KP24.0 付近 な し 

18 〃 左岸 KP24.1 付近 な し 

19 〃 右岸 KP24.8 付近 な し 

20 〃 右岸 KP25.2 付近 な し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１０ 側帯及び河畔林の整備のイメージ図 
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●河川の維持管理等に必要な施設整備 

■水防の拠点の整備 

 

〔目 的〕 

洪水時における迅速な水防活動や災害時の緊急復旧活動を実施する拠点を整備する。

〔整備内容〕 

・ 留萌市街、大和田地区及び藤山地

区における水防の拠点の整備 

〔整備効果〕 

水防センター（水防倉庫及び水防団

の待機・休養室）、側帯、ヘリポート等

を整備することにより、洪水時における

円滑かつ効果的な水防活動等が期待

できる。 

また、留萌市とも連携して通常時に

は河川を軸とした文化活動等の拠点

として、河川事業の展示活動等に利用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２－１１ 水防拠点整備箇所図（S=1:25,000） 

(H13 完成) 

(整備中)

（完   成） 

● 
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■管理用道路の整備 

 

〔目 的〕 

常時・非常時の河川巡視や資器材運搬のため、一連の管理用道路を整備する。 

〔整備内容〕 

・ 管理用道路の整備 

〔整備効果〕 

管理用道路の整備により、適切かつ効率的な維持管理が期待できる。特に無堤地区で

は、平常時の効率的な河川巡視、適切な河川敷地管理等のほか、災害時の資器材等の運

搬路の確保、水質事故時の迅速な対応等が期待できる。 

 

 

 

 

図２－１２ 管理用道路整備箇所図 
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■光ファイバー網の整備 

 

〔目 的〕 

常時・非常時の河川や河川管理施設の状況把握のほか、排水機場や樋門管の遠隔監

視、遠隔操作化等を図る。 

〔整備内容〕 

・光ファイバー網の整備 

・CCTV(監視カメラ)の整備 

〔整備効果〕 

 ・常時の河川管理 

 ・洪水、渇水、地震、事故時等における危機管理  

・河川管理施設等の遠隔監視、遠隔操作化 

・地域住民、地元自治体等への情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１３ 光ファイバー網整備箇所
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●河川とのふれあいや環境教育の場等の整備 

■河川公園及び環境教育の場等の整備 

 

〔目 的〕 

河川公園等の河川環境の整備にあたっては、留萌市等の関係機関との連携を図り、

河川利用の多様化、近接施設等の周辺環境及び身障者・高齢者の利用等を勘案し、計

画的に実施する。 

また、旧川等の水辺空間を利用した河川公園において、川辺の自然観察や体験学習、

魚釣り等ができるような良好な水辺環境を整備する。 

〔整備内容〕 

・河川公園等の整備 

・緑の回廊の整備 

〔整備効果〕 

・市民の憩いの場の整備 

・市民の留萌川への関心が高まる 

 

 

 

                                         水辺の楽校整備のイメージ図（整備中）  

 

■サイクリングロード 

 

〔目 的〕 

留萌市等の関係機関との連携を図り、留萌川の川辺でサイクリングや散策ができるよう

な場所を提供する。 
〔整備内容〕 

留萌市街地より留萌ダムまでのサイク

リングロードやサイクリングロードターミ

ナルを留萌市とともに整備する。なお、

実施にあたっては橋梁箇所等、一般道

路との交差点の安全性に十分配慮した

施設整備を行う。 

〔整備効果〕 

水辺のネットワークが形成される。 
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２. 河川工事の実施箇所 

計画的に実施する河川工事の実施箇所（区間）は下記のとおりとするが、河道掘削及び護岸整備

等については必要に応じて適宜実施することとする。 

 

表２－３ 河川工事の実施箇所（区間） 

地 区 名 区   間 実 施 内 容 実 施 箇 所 実施状況（H16 末） 

留萌市街地区 東橋より下流 

 (KP-0.6～KP4.2) 

・河口部掘削等        

・東雲排水機場の整備  

・水防拠点の整備 

・側帯及び河畔林の整備 

・管理用道路の整備    

・光ファイバー整備    

   KP-0.6～KP0.0 付近 

右岸 KP3.1      〃 

右岸 KP3.1      〃 

右岸 KP3.1      〃 

左岸 KP0.0～KP0.6  〃 

KP2.1～KP4.2  〃 

 

完成 

完成 

完成 

 

右岸 KP2.3～KP3.8 完成 

大 和 田 地区 東橋～紅葉橋 

 (KP4.2～KP10.2) 

・大和田遊水地の整備 

・河道掘削及び護岸の整備

・紅葉橋(国)の架換 

・側帯及び河畔林の整備     

・水防拠点の整備 

・管理用道路の整備 

・光ファイバー整備      

・河川公園整備 

右岸 KP7.9～KP9.9   〃 

   KP4.2～KP10.2  〃 

   KP10.0     〃 

左岸 KP5.1 付近外 2箇所 

左岸 KP5.1     付近 

左岸 KP5.0～KP7.0   〃 

KP4.2～KP10.2  〃 

右岸 KP9.6      〃 

整備中 

 

 

 

整備中 

左岸 KP5.8～KP6.6 完成 

 

 

藤 山 地 区 紅葉橋～ 

桜庭川合流点 

(KP10.2～KP14.3) 

・桜橋(市)の架換 

・藤山十六線二号樋管改築

・側帯及び河畔林の整備 

・水防拠点整備 

・管理用道路の整備 

・光ファイバー整備 

   KP14.8     〃 

右岸  KP12.7     〃 

右岸  KP10.2 付近外 1箇所

右岸  KP11.9     〃 

左岸 KP10.2～KP11.8 〃 

KP10.2～KP14.3 〃 

 

幌 糠 地 区 桜庭川合流点～ 

タルマップ川合流点 

(KP14.3～KP22.4) 

・堤防の整備 

・真栄橋(市)の架換 

・新水橋(市)の架換 

・側帯及び河畔林の整備 

・管理用道路の整備 

 

・光ファイバー整備 

左岸 KP17.6～KP20.0 〃 

   KP16.7     〃 

   KP18.0     〃 

右岸 KP15.8 付近外 7箇所

左右岸   KP14.3～KP21.2 付近

 

KP14.3～KP22.4 〃 

 

 

 

 

右岸 KP15.2～KP16.6 完成

右岸 KP17.9～KP18.9 完成

 

峠 下 地 区 タルマップ川合流点 

         より上流 

 (KP22.4～KP25.2) 

・側帯及び河畔林の整備 

・光ファイバー整備 

右岸 KP22.8 付近外 5箇所

   KP22.4～KP24.8 付近

 

留萌ダム地区 チバベリ川 

   (KP0.0～KP7.9) 

・留萌ダムの建設 

・チバベリ川合流点整備 

・留萌ダム環境整備事業 

・光ファイバー整備 

   KP0.60     〃 

   KP0.0～KP0.6  〃 

   KP0.2～KP0.5  〃 

   KP0.0～KP0.6  〃 
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第２節 河川維持の目的、種類および施工の場所 

 

１. 維持管理の課題と基本方針 

河川の維持管理はこれを怠ると、堤防や河道内に雑草・ヤナギ等が繁茂し、流下能力の阻害とな

るほか、樋門管・排水機場等の河川構造物の劣化・老朽化が進行し、洪水時に正常に作動せずに氾

濫が生じる恐れがある。このため、定期的な河川巡視、点検整備等により、河川管理施設等の適正な

管理が必要である。 

また、河道内樹木等の保全・管理手法の確立のほか、排水機場や樋門等の操作員の高齢化に

対応した施設の遠隔化等への対処が今後の課題である。 

留萌川は洪水の流出が早く、昭和６３年洪水では大和田観測所において指定水位を超えてから、

わずか３時間で計画高水位を越えて溢水に致っており、住民の避難に必要な時間が十分に確保さ

れなかった。このため、平成７年に作成した洪水ハザードマップの普及・浸透のほか、迅速かつ有効な

洪水予測等の情報提供や情報伝達基盤の高度化が課題である。 

留萌川は河道幅が狭く高水敷はほとんどないが、下流市街部では緑の回廊づくり、河川区域周

辺の公園整備が行われており、堤防天端は地域住民の憩いの場として散策等に利用されている

ほか、中流部の幌糠地区においても貴重な水辺空間を利用した同様のニーズが増えることが予想

される。また、市民によるイベントの開催、河川清掃やサクラマスの稚魚放流活動など、河川を中心とし

た市民活動の広がりもみられる様になってきている。一方、河川敷地へのゴミの不法投棄等が後を絶た

ない。このような状況を考慮し、住民の河川に関する理解と河川とふれあう機会を増加させ、地域と一

体となった川づくりを行うことが課題である。 

これらの課題を踏まえ、留萌川の維持管理の基本方針としては、「安全・安心の確保」、「地域の

個性の活用」及び「良好な水辺空間の確保と豊かな水環境の整備」を目指し、適切な維持管理を

計画的かつ積極的に行うものとする。また、管理施設の破損など緊急性の高いものは、随時補修

を行うこととする。そのためには、留萌川の状況を的確に把握するとともに、地域住民の意見を十分

に踏まえながら、川の３６５日を対象とした維持管理を行うものとする。 

 

 

２. 計画的に取り組む維持管理 

１) 河川の巡視及び点検 

(１) 平常時の河川巡視 

河川巡視により、河川管理施設の状況、河川利用の状況、河岸や河川空間の状況、自然環

境の状況等を把握する。 

(２) 洪水時の河川巡視 

河川管理施設の状況や異常発生の有無を把握するため、河川水位が指定水位を越え警

戒水位に達する恐れがある時からピークに達した後、警戒水位を下回るまでの期間において

河川巡視を行う。 

(３) 洪水期前点検 

融雪洪水期前に河川管理施設の総点検を実施し、洪水期に備える。 
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(４) 臨時点検 

洪水前後、地震後、津波後等に河川管理施設の総点検を実施し、被災状況を把握し、再

度災害に備える。 

２) 河川カルテの作成 

河川管理者が河川管理施設の状況、河岸浸食、堆砂等の進行状況等を把握するため、河川

カルテを作成し、河川管理の情報を継続的に整理し、適正な維持管理を行う。 

３) 直轄河川激甚災害対策特別緊急事業区間の適切な維持管理 

留萌川下流市街部は、昭和６３年８月洪水を契機とした激特事業により堤防及び護岸の整備

が概成している。また、この区間は留萌川まつり等のイベントや散策の場として利用されている。

このため、施設の安全点検を実施するほか、再度災害の防止の観点から、アーマー・レビー

堤防の機能の維持、堤防護岸・矢板護岸の点検、堆砂状況の把握等の適切な維持管理を行

う。 

 

３. 河川区域の維持管理 

１) 堤防除草、河道内樹木の保全・管理 

(１) 堤 防 除 草 

堤防法面の強化、亀裂・法崩れ等の異常の発見、河川環境の保全等を目的として、ＫＰ０.

０～ＫＰ２３.９の有堤区間の堤防除草を行う。一般区間は草丈を４０～５０ｃｍ程度以下に管理す

るために年１回、市街地等については特に周辺環境に配慮して年２回の除草を実施し、堤

防法面の維持管理を行う。 

また、田畑等に病害虫が発生しないように、適正な除草時期を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 河道内樹木の保全・管理 

留萌川は川幅が狭く河道内の樹木については、洪水時に河積を阻害し水位の上昇を招く

ことから、治水機能上支障となる恐れがある。このため、河道内樹木の繁茂状況を随時把

握し、洪水の安全な流下に支障とならないよう河道内樹木を適切に管理するものとする。 

図２－１４ 堤防除草施工箇所図 

16 
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流下能力を勘案した樹木の保全が可能な概ねの区域は、左岸側の①ＫＰ７.２～ＫＰ１２.０、

②ＫＰ１３.６～ＫＰ１７.２、③ＫＰ２０.２～ＫＰ２４.０及び④ＫＰ２４.６～ＫＰ２５.２並びに右岸側の①Ｋ

Ｐ７.２～ＫＰ９.０、②ＫＰ１３.６～ＫＰ１５.２及び③ＫＰ２０.２～ＫＰ２５.２の計７区間、Ｌ＝２１.２ｋｍであ

る。 

河道内樹木の保全方法は、今後さらに検討を進める必要があるが、河道内樹木の保全可

能区域では水際部の樹木を優先して保全・管理する。 

流下能力を勘案した河道内樹木の保全状況は図２－１５に示す３パターンである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１５ 既存樹木の保全 
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２) 低水路の維持管理 

(１) 河床の維持 

・縦横断測量等による状況把握 

定期的に縦横断測量を実施し河道状況を把握する。 

・堆積土砂の処理 

河川巡視等により堆積土砂の把握に努め、洪水の流下に支障となる場合は河道

整正を実施するなど適切に対処する。 

・河床低下の措置 

河床低下により河川管理施設の機能に支障を及ぼす場合は、自然の瀬や淵にも

配慮し適切に措置する。 

(２) 自然河岸の維持 

多自然型川づくりにより水際環境の創出及び保全に努める。 

３) 河口の維持管理（河口閉塞等） 

過去に河口閉塞した事例はないが、河口部の掘削が必要なため、導流堤を改築し、

今後の経年変化の把握に努める。 

４) 河川区域の管理 

(１) 河川敷地の占用 

地域の意向を踏まえつつ、他の占用者や河川管理に支障のない範囲で許可する。 

(２) 占用施設の維持 

占用施設が常に良好な状態に維持されるよう、占用者に対して指導する。 

(３) 河川区域境界及び用地境界の管理 

河川敷地の適切な管理を行うため、河川区域杭を設置する。 

５) ゴミ、土砂、車両等の不法投棄の防止 

定期的に河川巡視を行い不法投棄の防止に努める。 

６) 不法占用の防止 

定期的に河川巡視を行い不法占用の防止に努める。 

７) 不法係留船対策 

定期的に河川巡視を行い不法係留船の防止に努める。 

８) 砂利採取等の適正化（規制） 

砂利採取は許可しない。 

９) 旧川敷地・締切り箇所の管理 

旧川敷地は適正に管理し、極力樹林地として保全する。また、旧川締切箇所等は側帯及び河畔林

の整備を行う。 

 

４. 堤防・護岸の維持管理 

堤防天端・法面等に破損が確認された場合は、速やかに補修を行うなど、定期的に点検を行い、

適切に管理する。 
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５. 河川構造物の維持管理 

排水機場や樋門等の河川構造物は、操作規則及び操作要領に基づき適正に操作するとともに、

機能を正常に維持するために定期的に点検整備を行い、適切に管理する。 

 

６. 洪水時の対処方法 

洪水時に河川が氾濫すると、流域内の人命・財産をはじめとして、多大な被害を生じることにな

る。昭和６３年洪水では既往最大の洪水にもかかわらず、消防署員、消防団員、民間協力者、自衛

隊等の１,０００名以上の関係者による不眠不休の水防活動により被害を最小限にとどめた。このよ

うな地域と一体となった防災体制や洪水予測の精度向上、連絡体制の強化等をより一層充実させ、

洪水被害の軽減を図る。 

１）河川情報の管理 

河川の水位・流量や流域内の降雨等の河川情報は、洪水時の避難や渇水時の節水等を

判断する基礎資料となることから、これらの情報を関係機関や市民へ提供する。 

また、光ファイバー網等を①本川ＫＰ０.２～ＫＰ２４.８付近及び②チバベリ川ＫＰ０.０～ＫＰ０.

６付近に整備することにより情報伝達基盤の充実を図り、河川管理施設等の遠隔監視を行い、

遠隔操作化を目指すとともに、河川情報システムの強化を図る。 

２）水防連絡協議会との連携 

留萌川において、洪水・高潮等による災害の発生を防止または被害を軽減するため、国及び

地方自治体の関係機関が連携し、住民の避難、水防活動等を迅速かつ円滑に行うために水

防連絡協議会が結成されている。この協議会により、重要水防箇所の合同巡視、水防団・水

防資材の整備状況の把握、定期的な水防訓練等を行う。 

３）防災エキスパートとの連携 

大規模災害が発生した場合における河川管理施設および公共土木施設の被災情報の収

集、迅速かつ効果的な緊急復旧、施設の破損等による二次災害等の防止のため、これらの施

設の整備・管理等に関して専門のノウハウを持つ防災エキスパートを活用する。 

４）洪水ハザードマップの作成・周知 

留萌川では、避難経路や避難場所等の情報を盛込んだ洪水ハザードマップを平成７年度に留

萌市で作成しているが、より住民に分かりやすい形で公表・普及する。 

 

７. 河川管理施設の操作の方針 

１）操作規則及び要領の作成及び運用 

ダム、樋門及び排水機場の操作規則及び操作要領を定め適正に管理していく。 

２）水門等の操作の委託・委嘱 

排水機場及び樋門は規則例に基づき委託・委嘱し、適正に管理していく。 
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３）河川管理施設の自動操作等の推進 

操作員の高齢化に対応するため門扉を動力化するとともに、光ファイバー等を活用した施設の

遠隔監視、遠隔操作化等の方法について、今後の課題として取り組む。 

 

８. 水質事故対策の実施 

油類や有害物質が河川に流出する水質事故は、流域内に生息する魚類や生態系のみならず、

水利用者にも多大な被害を与える。水質事故が発生した場合、その被害を最小限にとどめるため、

迅速かつ適切な対応を行う。 

 

９. 自然環境・生態系の保全と調査 

河川水辺の国勢調査等を継続実施し、河川周辺環境の把握を行うとともに、工事や樹木伐採の

影響を考慮した維持管理を行う。 

 生物相・生態系に関する調査・記録では、河川環境を特徴づけるイトヨ、サケ、サクラマ

ス等の生物の生息・生育環境を河川水辺の国勢調査等により把握・記録し、自然生態系の望

ましい管理や工事に際しての配慮事項などを検討するための基礎資料とする。 

 

10．市民に親しまれる河川管理の推進 

留萌川下流部は、市街地に近く散策等に利用され、住民の憩いの場となっている。また、ラブリ

バー制度の認定を受け、市民団体による河川清掃も積極的に行われているほか、緑の回廊づくり

や河川区域周辺の公園整備も行われている。 

幌糠地区においては、水辺の楽校が整備され、今後、近隣の小中学校の自然環境教育の場と

しての利用が増えてくることが期待される。 

このような、社会的要請を考慮し、自治体との調整を図りながら、市民による河川管理も含めた、

より市民に親しまれる河川管理を行う。 

 

11．地域と一体となった河川管理のための方策 

流域のまちづくり事業と連携し、河川を地域のレクリエーション、防災、まちづくり等の拠点として

位置づけ、地域と一体となった河川管理を行う。 

１）地域との協力体制、役割分担 

地域住民と協力して河川管理を行うため、地域の人々へ様々な河川情報を発信するととも

に、地域からの河川整備に対する要望を集約し、住民参加型の管理体制を構築する。また、

河川清掃、節水、水の再利用等を通じて、地域の人々の河川に対する愛護精神を啓発する

ほか、川に関する市民の様々な取り組みを支援する。 

２）河川情報の提供 

河川に関する様々な情報を発信し、また受信するために、河川情報設備を設置するとともに、

インターネット等のメディアを効果的に活用していく。 
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３）防災体制の確立 

留萌川は、平成９年３月２１日より洪水予報指定河川に指定されており、大雨による洪水

の恐れがある場合には、留萌開発建設部長と旭川気象台長が共同で、雨量・水位の予測を行

い、マスコミ、関係機関を通じて地域住民に対し情報の提供を行う。 

また、洪水ハザードマップにより、水害危険度に対する住民の認識を高め、自主的な防災

活動を促すものとする。 

 

12．他機関、他施策との連携等 

１）他機関との連携による効率的な管理 

河川管理者のみならず、流域と一体となった総合的な治水対策をより充実させるため、関係

機関との連絡調整体制を強化する。 

また、流域の自治体、河川に関する団体、地域住民等と積極的に協力しながら川づくりを

行っていく。 

そのため、計画の検討、実施、見直し等、川づくりを進めていく上での様々な段階で地域住民

と密接に連携していく。 

２）関連施策との連携による効率的な管理 

道路、港湾、都市計画等の河川事業以外の事業と連携し、総合的に事業を進める。 

３）総合的な土砂対策の推進 

留萌ダム区域の山地荒廃に伴う土砂流出のほか、流域からの負荷に対して対策を講ずる。 

 

 

 

 




